
ストックヤード整備計画の策定について

静岡県 交通基盤部
技術調査課

令和６年３月19日
第４回 県土研究会

資料２利活用促進

適正処分

発生抑制
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今後、県下にストックヤードを展開するにあたり、計画・設置・運営の手引きとして
「ストックヤード整備計画」 を策定（予定）

ストックヤードを活用した有効利用の促進
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• 公共工事において、年間190万㎥の建設発生土が発生している。
• 発生している建設発生土の約３割にあたる、約55万㎥が最終処分場（利用目的無）で処分されている。
• 公共工事で、約40万㎥が「新材」として購入されている。
• 法令の規制などに伴い、最終処分場の受入費用の高騰や受入量の制限が生じている。

建設工事において、必ず発生する建設発生土に対して、
建設発生土を資源として捉えた有効利用の促進
建設発生土の適正な処理を可能とする環境の整備 が求められている。

建設業における環境負荷低減と循環型社会の構築及び持続可能な社会資本の整備に寄与する
ことを目的に「建設発生土の処理に関する基本方針」 を策定

方針に基づく取組

【発生抑制(土を出さない)】
建設発生土の発生を抑制する

【利活用促進(土を無駄にしない)】
建設発生土の利用を促進する

【適正処分
(土を不適切に処分しない)】

建設発生土を適正に処分する・発生抑制工法の採用
・現場外への発生を抑制
・現場内利用の推進

・指定利用の徹底
・他工事間での利用拡大
・ストックヤードの活用
・建設発生土の品質及び環境安全性確保
・土質改良土の利用拡大

・建設発生土処理施設情報の公表
・民間残土処理施設の整備促進
・ICTの活用、DXの推進

R5.3

R6.3

New‼
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ストックヤード整備のために

• 「県内では、どれくらいの規模のストックヤードが求められるの？」
• 「候補地の選定はどうやってすればいいの？」
• 「ストックヤードでは、どういった施設が必要なの？」
• 「運営開始に際して、どういった手続きが必要なの？」 を解決したい。

ストックヤードをどう準備するか

「今後、ストックヤードを設置して、運営していきたいんだけど・・・」

県では、ストックヤードを設置・運営していくにあたり必要な事項を確認・検証するため、
「ストックヤードモデル事業」を令和５年度東部（沼津）・中部（静岡）・西部（浜松）の３箇所で実施。

No. 項 目 内 容

検証１
立地に関するもの
（設置箇所）

・各地域における発生土量に応じた必要面積の算定方法
・候補地の選定方法
・関係法令の確認、届出・協議の方法

検証２
施設整備に関するもの

（必要設備）
・ストックヤード内で必要となる施設の抽出
・周辺、場内における環境影響への対策、安全対策の方法

検証３
運営に関するもの
（人件費・歩掛）

・土砂の搬入、搬出に伴う事務手続き
・ストックヤード内作業時の安全対策

検証４
コスト縮減に関するもの
（VE、コストダウンなど）

・官民が連携した運営の手法
・利用先の拡大、土質改良手法

モデル事業を通じた確認事項

場所 ・ 所有者 概 要 検証状況 期間

東
部
（
沼
津
）

長泉町内の県管理地

県
（
道
路
）

・工事間において土の搬入出を
行う中継地型ストックヤード

・約1.0haを整備
（不陸整正、仮囲い、車両洗い

場）
・沼津土木管内の工事から発生
した建設発生土をストック

検証１(立地)／検証２(施設整備)
検証３(運営)／検証４(コスト縮減)

R5.12
~

R6.3

中
部
（
静
岡
）

静岡市清水区の民有地

民
間
事
業
者

・河川工事の仮設材として有効
利用するための中継地型ストッ
クヤード

・約0.6haを整備
（仮囲い、車両洗い場）
・静岡土木管内の工事から発生
した建設発生土を受け入れ、土
質改良を行いストック

検証１(立地)／検証２(施設整備)
検証３(運営)／検証４(コスト縮減)

R5.12
~

R6.3

西
部
（
浜
松
）

浜松市南区の県管理地

県
（
海
岸
）

・築堤に使用可能な盛土材とし
て有効利用するための先行盛
土型ストックヤード

・約0.5haを整備
（不陸整正）
・浜松土木管内の工事から発生
した建設発生土を受け入れ、土
質改良を行いストック

検証１(立地)／検証２(施設整備)
検証３(運営)／検証４(コスト縮減)

R5.12
~

R6.3

モデル事業の状況
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～ ストックヤード整備計画 ～

1. 建設発生土をめぐる背景

2. ストックヤードの概要

建設発生土の利活用促進／ストックヤードの役割・種類／登録ストックヤード／ストックヤードの要件

3. 運営主体、官民連携手法の検討

ストックヤードの運営手法／運営手法別のケーススタディ／ストックヤードの想定スキーム

4. ストックヤード整備（調査・設計・工事）

ストックヤード整備及び運営等の流れ
実施計画
事前調査
申請手続き等

設計
住民説明
施設整備

ストックヤード整備計画

5

調査・計画 施設整備 運 営

ストックヤード整備における課題・解決策について、モデル事業での結果を反映し、手引きとして収録。
静岡県をはじめ、市町・民間事業者にもストックヤード整備の参考とされたい。

今後は、官民が連携し、県下にストックヤードを設置していきたい！

施設運営
モデル事業の実施

Step1 Step２ Step３

今後の予定
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令和５年度は、ストックヤードモデル事業、整備計画策定の検討、民間事業者への技術相談窓口設置を実施。
令和６年度も引き続き、モデル事業実施箇所を含めたストックヤードの計画及び設置、本格的な土砂の授受、民
間事業者のみならず関係市町への技術相談窓口の設置等を行っていく。

➡ 「建設発生土の処理に関する基本方針」のとおり、令和９年度末で有効利用率80％を達成する！

令和５年度令和５年度 令和６年度令和６年度 令和７～９年度令和７～９年度

ストックヤードモデル事業

ストックヤード整備計画の策定 県下へストックヤードを設置、継続的な運営

建設発生土相談窓口（民間向け）

建設発生土相談窓口（市町向け）

SSM（建設発生土マッチングシステム）を活用した工事間流用等の促進

80％達成

UP‼

恒常的な達成

Keep‼

現状70％ 有効利用率

以 降以 降

モデル事業を通じた確認事項
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建設発生土処理施設一覧表について
・ 一覧表の取扱い
・ 様式の変更等
・ 中間処理場のSSM登録

令和６年３月19日
第４回 みらいの県土研究会

資料３利活用促進

発生抑制

適正処分

静岡県 交通基盤部 技術調査課 静岡県のお姉さん

建設発生土処理施設一覧表について
経 緯
建設発生土の処分費は、令和４年度まで各発注機関がそれぞれ見積徴収し設定していた

が、令和５年度から「建設発生土の適正な処理、公平性・透明性の確保、県民への情報公
開」等の観点から、技術調査課で一括して価格調査を行い、公開することとした。

公開方法
静岡県 技術調査課 ホームページ

◆公開範囲
最新の一覧表
過去の一覧表（R5.4.1～）

改定時期
年２回（４月、10月）
※随時改定有り。

静岡県 建設発生土処理施設一覧 検索

HPで過去
の一覧表
が見れます
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建設発生土処理施設一覧表について

事 案
今年度、本一覧表を用いた工事において、工事着手後、本一覧表と実際の「受入条件」が

異なり、工事を一時中止せざるを得ない状況が生じた。

一覧表の取扱いについて

取扱 い
一覧表に記載されている内容は、見積書の徴収時から

変更されていることもあるため、土砂の搬出先として指定す
る際には、事前に確認する必要がある。

県関係機関へ「積算や工事執行に支障のないよう受入れの可否と併せて、１日当たりの受
入可能量などの受入条件を確認する」よう注意喚起を発出（令和6年2月27日付）した。
事業者へ提出する見積書の内容に誤りが無いよう、再度確認を依頼。また、見積書とあわ
せて関係法令等の確認・誓約書の提出を必須とした。

注意喚起

取扱いについては
一覧表の２ページ
目にも記載されて

います
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建設発生土処理施設一覧表について

地権者の同意や関係法令等の確認状況を把握することを目的に、見積書の様式等を変更
した。
令和６年３月以降に見積書を提出する場合は、新様式を使用し、添付資料として「関係法

令等の確認・誓約書」及び「協定書や計画書の写し」の２種類の提出を新たに求める。

様式等の変更について

旧（令和６年２月まで）

1 建設発生土受入価格見積書（旧様式）
2 受入地位置図（任意様式）
3 関係法令許可・届出書写し
4 受入地写真（施設入口付近及び全景）

［新設］
［新設］

新（令和６年３月から）

1 建設発生土受入価格見積書（新様式）
2 受入地位置図（任意様式）
3 関係法令許可・届出書写し
4 受入地写真（施設入口付近及び全景）
5 関係法令等の確認・誓約書（別紙様式）
6 協定書や計画書の写し※

見積提出資料 新旧一覧表

※建設発生土受入れにあたり地元と協定等を締結している場合や、土地利用承認申請時に土砂運搬計画書を提
出している場合に提出する
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建設発生土処理施設一覧表について
見積書の新様式

受入形式に「処分場(有効利用)」を追加した。

地権者及び隣接者の同意欄を設けた。

円/台→円/ｍ3に換算する場合の換算値の上限を
明記した。（5.5ｍ3/台）

中間処理場については、SSMへの中間
処理場の登録を必須とした。

ポイント①

ポイント②

ポイント③

ポイント④
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建設発生土処理施設一覧表について
関係法令等の確認・誓約書

自署又は会社印により、管理者の住所氏名を記
入する。

ポイント①

必要となる法令等を確認し、「必要」又は「不要」
にチェックする。（代表的な法令を記載）

ポイント②

許可又は届出の内容を記入する他、
「不要」の場合は相談先を記入する。

ポイント③

提出様式は
技術調査課のHP
で入手できます



建設発生土処理施設一覧表について
中間処理場のSSM登録について

中間処理場（ストックヤード及び土質改良プラント）については、受入れの可否等が頻繁に
変動し、本一覧表だけでは最新情報への更新が困難であるため、静岡県建設発生土マッチング
システム（SSM）への情報入力を必須とした。

◆期待される効果
中間処理場の最新情報を入手することが容易
搬入だけでなく、搬出情報を把握することが可能
総じて最終処分場へ搬出する量を減ずることが可能

◆今後の方針
県及び市町関係機関

SSMによる中間処理場情報の確認方法を説明
搬出情報を基に、建設発生土の利活用を促進
中間処理場の事業者

適宜情報の更新を依頼

SSMで
搬出情報が
確認できます
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建設発生土処理施設一覧表について

令和6年3月現在
42か所の中間処理場
が登録されています



SSM（静岡県建設発生土マッチングシステム）
による発生土の利用調整

令和６年３月19日
第４回 みらいの県土研究会

資料４利活用促進

発生抑制

適正処分

静岡県 交通基盤部 技術調査課

SSM（静岡県建設発生土マッチングシステム）の特徴

公共工事だけでなく民間工事も対象に「土砂が出る現場」と「土砂が欲しい現場」を手軽にマッチングできるシステ
ム「静岡県建設発生土マッチングシステム」の運用を令和４年10月から開始した。
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◆手軽に登録・情報検索
◆無料で使用可能‼
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SSM（静岡県建設発生土マッチングシステム）の利用方法

◆手軽に登録・情報検索
◆無料で使用可能‼

２

◆ システム登録状況（R６.２.１時点）
ユーザー登録数 ： 471件
土が出る工事（搬出） ： 73件
土が欲しい工事（搬入）： 15件

経緯
利用者の意見を聞きながら利便性向上を目

的に今年度、システムの機能改修を２回に分
けて実施した。

機能改修

SSM（静岡県建設発生土マッチングシステム）の利用状況・機能改修

そ の １
新たに4つの機能を追加しました 。

（令和５年9月リリース）

そ の ２
新たに13の機能を追加しました。

（令和６年２月リリース）
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SSM（静岡県建設発生土マッチングシステム）の新機能（その１）

搬出される土の状況等を視覚的に確認できるよう、写真等のデータが掲載可能となった。

動画も登録可能
１ファイルにつき、
上限サイズは200MB

登録すると

工事一覧画面等で、1枚
目の写真が表示

工事一覧画面

画像・動画データの掲載

ご意見・ご要望フォーム
使用者が容易に、ＳＳＭに対しての意見や要望を述べられるよう、ご意見・ご要望フォームを追加

した。
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SSM（静岡県建設発生土マッチングシステム）の新機能（その１）
メール配信サービス

マッチングの可能性がある工事情報（50km以内等）が登録された場合、使用者へ自動メール
配信されるようになった。

中間処理場
中間処理場（ストックヤード、土質改良プラント）ごとに、受入・搬出可能な土量が表示され、いつ

でも確認できるようになった。



SSM（静岡県建設発生土マッチングシステム）の新機能（その２）

◆手軽に登録・情報検索
◆無料で使用可能‼

No テー マ 管理者 一 般
利用者

概 要 備 考

１ 導線見直し ○ 自分の工事を未登録のユーザーに対して、工事情報を登録のうえマッチング先
を探す、との利用を促すための導線変更

２ 一括登録機能の設置 ○ CSVで工事情報を一括登録する機能を新設

３ 記録機能の追加
○ ◯

土量の変更が発生した場合に変更履歴を表示するよう改修
ステータスを「成立済」にする際に相手先の情報を登録する機能を追加
一部成立時の情報を登録する機能を追加

4 マッチング候補画面の改善 ○ マッチ候補を表示する画面において、地図を表示するよう改修

5 マニュアル閲覧機能の追加 ○ 一般ユーザー向けのマニュアルをメニュー画面からダウンロードする機能を追加

6 工事担当者の連絡先登録
機能の追加 ○ 工事登録時に、登録ユーザーとは別の連絡先を登録可能にする対応（例え

ば、連絡先は所属単位にする、といった利用方法を想定）

7 工事までのルート・距離の確
認を容易にする対応 ○ 先方の工事間の経路や距離を把握するために、工事詳細画面から、出発点と

目的地を与えてGoogleマップに飛ばす機能を追加

8 工事間利用の決定状況の
集計機能追加 ○ 指摘期間でのステータス毎の件数を確認する機能を新設

9 土の情報を登録する際の入
力フォロー ○ 土の実物確認の可否や可能時期、搬出・搬入の条件があれば、その旨を備

考欄に記載することを促す文言を追加

10 連絡するボタンの表示変更 ○ 工事詳細画面の「連絡する」ボタンが目出つように表示方法を変更

11 メール送信支援機能の追加 ○ 連絡先ダイアログでメールの定型文言をコピーする機能を新設

12 緯度経度の貼り付け改善 ○ Googleマップでコピーした緯度経度の貼り付けを簡便にする対応を実施

13 問い合わせフォームへの画面
遷移追加 ○ 従前はログイン前画面から遷移していたが、ログイン後の画面から遷移する機

能を追加

2024年2月の追加機能についての整理表

24

Excel等で管理している工事情報を、本システムにCSVで一括登録を行う機能を新設した。

登録済の複数工事の情報を更新する必要が生じた場合も、当機能にて対応可能となった。

管理者メニューの「工事情報一括登録（CSV）」ボタ
ンを押下することで、登録用画面に遷移

２ 一括登録機能の設置
SSM（静岡県建設発生土マッチングシステム）の新機能（その２）
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「成立済」にした場合、
相手工事の情報の入力欄
を開く

以下項目を登録する
・日付
・工事名
・補足説明

SSM（静岡県建設発生土マッチングシステム）の新機能（その２）
３ 記録機能の追加（１）
土量を変更した際、工事詳細画面に自動で変更履歴を表示する
機能を設置した。

ステータスを「成立済」とする際に、相手工事の情報を登録する

機能を追加した。

土量を変更した際に、３世代
まで変更履歴を残し、工事詳
細画面に表示
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ステータス下部に設ける「一部成立した
情報を登録する」のスイッチをオンにする

成立時の相手工事を登録する
欄を表示
データ的には、成立済にした場合
と同様で、３件まで登録可能

登録後、工事詳細画面では、
募集中の状態で、成立済み
情報として、相手工事の情報
を掲載

SSM（静岡県建設発生土マッチングシステム）の新機能（その２）
３ 記録機能の追加（２）
一部成立の場合も、ステータスを「募集中」「交渉中」の状態で、相手工事の情報が登録可能となった。

５ マニュアル閲覧機能の追加

メニュー画面から、一般利用者向けのマニュアルをダウンロードする機能
を追加した。
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先方の工事までのルート・距離の確認について、工事詳細画面から直接、必要項目を設定のう
えGoogleマップの画面に遷移する機能を新設した。

自分の工事の住所は自動設定
基点となる住所を設定し、検索ボタ
ンを押下すると、Googleマップを開く

Googleマップが開いた
後は、Googleマップ上
で必要事項を確認頂く

SSM（静岡県建設発生土マッチングシステム）の新機能（その２）
７ 相手工事までのルート・距離の確認を簡便する対応
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（１）建設副産物の工事現場からの搬出
［建設発生土］

・建設発生土情報交換システム等で調整し、原則、50㎞以内の他の工事現場へ搬出

・なお、他工事との調整が困難な場合、次の順番で処理
① 建設副産物処理施設(ストックヤード)に搬入
② 建設副産物処理施設(土質改良プラント)に搬入
③ 公有地・公有処分場、協会等の処分場へ搬入
④ 民間処分場へ搬入
⑤ 請負者の自己保有地、民間の保有地に搬入

（２）再生資材等の利用
［建設発生土及び建設汚泥処理土の利用］

・工事現場から50㎞の範囲内に建設発生土を搬出する他の工事現場がある場合、建設発生土情
報交換システム等で調整し、原則、建設発生土を利用

・なお、他工事との調整が困難な場合、次の順番で処理
① 建設副産物処理施設(ストックヤード)から搬入
② 建設副産物処理施設(土質改良プラント)から搬入

静岡県版リサイクル原則化ルール（H4策定、直近改正R３）との整合

建設発生土の利用調整
【現 行】建設発生土情報交換システム（JACIC）、残土掲示版（静岡県）
【改正案】SSM 、建設発生土情報交換システム（JACIC）、残土掲示版（静岡県）


